
新
法
に
基
づ
く
質
の
高
い
施
設
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

駐
車
場
及
び
駐
輪
場
は
、
施
設

利
用
者
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る

よ
う
出
入
口
に
ゲ
ー
ト
を
設
け
有

料
化
し
、
施
設
利
用
者
へ
の
一
定

時
間
の
無
料
措
置
は
行
い
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

図
書
館
の
入
口
は
南
側
の
２
階

と
し
、
喫
茶
飲
食
ス
ペ
ー
ス
等
に

つ
い
て
は
、
基
本
設
計
の
中
で
検

討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
市
が
収

蔵
す
る
美
術
品
の
展
示
の

場
、
市
民
の
文
化
活
動
の
発
表
の

場
を
想
定
し
た
本
市
で
初
の
本
格

的
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
な
り
ま
す
。

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
設
置
及

び
管
理
の
条
例
等
を
定
め
る
こ
と

と
な
り
、
多
く
の
方
に
利
用
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
十
分
検
討
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
実
際
に
利
用
す
る
団
体

等
か
ら
提
言
を
伺
え
る
方
策
を
と

り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

 ・
６
次
産
業
化
法
の
活
用
と
対
応

 ・
観
光
基
本
計
画
後
期
計
画

災
害
対
策
基
本
法
が
改

正
さ
れ
、
市
町
村
に
義
務

付
け
さ
れ
た
災
害
時
要
援
護
者
名

簿
の
登
録
制
度
に
つ
い
て
、
こ
の

制
度
と
個
人
情
報
と
の
関
係
を
伺

い
ま
す
。本

市
で
は
、
平
成
20
年

度
に
土
浦
市
災
害
時
要
援

護
者
支
援
制
度
を
創
設
し
、
要
援

護
者
を
対
象
に
安
否
確
認
や
避
難

の
支
援
を
行
う
た
め
の
支
援
体
制

を
整
え
て
い
ま
す
。

本
年
６
月
に
は
、
災
害
対
策
基

本
法
が
改
正
さ
れ
、
市
長
は
、
災

害
時
の
避
難
に
、
特
に
配
慮
を
要

す
る
者
の
名
簿
を
作
成
し
、
本
人

か
ら
の
同
意
を
得
て
、
消
防
、
民

生
委
員
等
の
関
係
者
に
あ
ら
か
じ

め
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
さ

れ
、
要
援
護
者
の
生
命
ま
た
は
身

体
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め

に
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

時
は
、
避
難
支
援
等
の
実
施
に
必

要
な
限
度
で
、
避
難
支
援
等
関
係

者
に
対
し
、
本
人
の
同
意
を
要
せ

ず
に
名
簿
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
を
踏
ま
え
、
土
浦
市

災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
の
さ

ら
な
る
周
知
を
行
い
、
登
録
者
の

増
加
を
図
る
と
と
も
に
、
緊
急
時

に
は
、
避
難
支
援
者
等
関
係
者
に

情
報
を
提
供
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

 ・
低
炭
素
交
通
ス
タ
イ
ル
・
超
小

型
モ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

教
育
長
は
、
教
育
委
員

会
の
合
議
を
得
て
い
る
よ

う
な
答
弁
を
行
っ
て
い
る
が
、
再

度
、
こ
の
議
会
中
に
臨
時
教
育
委

員
会
を
開
き
、
答
弁
調
整
し
、
報

告
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

柏
村
議
員
は
、
質
問
に

対
す
る
答
弁
を
教
育
委
員

長
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議

員
の
質
問
に
答
弁
す
る
に
あ
た

り
、
教
育
委
員
長
及
び
教
育
委
員

に
、
質
問
の
内
容
を
説
明
し
た
上

で
、
答
弁
の
案
及
び
教
育
長
が
代

わ
っ
て
答
弁
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
ご
了
解
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

教
育
委
員
会
及
び
教
育
委
員
長

宛
て
の
議
論
、
答
弁
が
求
め
ら
れ

た
時
に
、
教
育
委
員
会
臨
時
会
を

開
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
今
回
、
こ
の
よ
う
な
形

で
答
弁
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の

は
、
質
問
の
通
告
か
ら
今
日
ま
で

に
、
教
育
委
員
会
臨
時
会
を
開
く

い
と
ま
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

時
間
的
余
裕
が
あ
れ
ば
、
今
後

は
教
育
委
員
会
臨
時
会
を
開
い

て
、
教
育
委
員
長
宛
て
に
こ
う
い

う
質
問
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
皆

さ
ん
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。

宍
塚
小
学
校
の
統
廃
合
問
題
な

ど
で
、
教
育
委
員
会
を
問
う

災
害
時
要
援
護
者
名
簿
に

つ
い
て

柏村忠志　議員

荒井　武　議員

質
問

一
般
質
問

教
育

部
長

保
健
福
祉
部
長

質
問

教
育
長

　定例会の詳細につきましては下記施設にあります会議録を
御覧ください。なお、平成 25年第 3回定例会の会議録につ
きましては、12月上旬頃閲覧可能となります。

図 書 館
南 支 所
上 大 津 支 所
都 和 支 所
中 央 出 張 所

神 立 出 張 所
都 和 公 民 館
一 中 地 区 公 民 館
二 中 地 区 公 民 館
三 中 地 区 公 民 館

四 中 地 区 公 民 館
上 大 津 公 民 館
六 中 地 区 公 民 館
新 治 地 区 公 民 館

【
議
会
メ
モ
】

決
議
と
は
、
議
会
の
意
思

を
対
外
的
に
表
明
す
る
こ
と

が
必
要
な
時
な
ど
に
さ
れ
る

議
会
の
議
決
の
こ
と
で
す
。

決
議
の
内
容
は
、
地
方
公

共
団
体
の
公
益
に
関
す
る
限

り
広
範
な
も
の
が
可
能
で
、

議
員
が
発
案
し
本
会
議
に
諮

り
ま
す
。

な
お
、
意
見
書
と
違
っ
て

法
的
な
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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